
（１）会議の名称 　令和６年度第３回 我孫子市福祉有償運送運営協議会

（２）開催日時 　令和７年２月１８日（火）　午後９時３０分から午前１０時３０分まで

（３）開催場所 市役所分館　大会議室

　委　員

出 成嶋　美代子 出 富野　浩司 欠 森　加代子 欠 中村　洋之

出 西田　歩 欠 児島　充弘 出 豊島　善浩 出 西川　眞梨

出 飯田　秀勝 欠 篠崎　啓一

 社会福祉課 　小池課長、山口係長、髙橋

 高齢者支援課 　三井主幹

 障害福祉支援課 　池永主任

 交通政策課 　甲田係長、宮崎主任主事

（５）議題 自家用有償旅客運送の新規登録に関する協議について

公開

令和６年度第３回 我孫子市福祉有償運送運営協議会　会議概要

　　事務局その他市職員の出席者

（４）出席又は
　　欠席した委員
　　その他会議に
　　出席した者の
　　氏名
　
　（傍聴人を
　　除く）

　　出：出席
　　欠：欠席

（７）傍聴人の数
　　（会議を公開
　　した場合）

（６）公開・非公
　　開の別

　　１人傍聴人の数
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（８）会議の内容【概要】

発言者

１．運営協議会の成立要件報告

事務局
協議会委員数１０名のうち、６名の出席により協議会が成立したことを報
告。

内　　　　　容

　自家用有償旅客運送の新規登録に関する協議について

＜主な質疑応答＞

内　　　　　容

今回の申請にあたり運転者として登録しているのは有資格者の２名ですが、
現在介護事業に従事しているドライバーに福祉有償運送の運転資格をとって
いただきたいと考えています。将来的には６名ほどになる可能性がありま
す。

自家用有償旅客運送の新規登録について、特定非営利活動法人わごころより
法人の概要及び福祉有償運送事業の登録申請に至った経緯について説明を
行った。その後、特定非営利活動法人わごころより提出された申請書類につ
いて国の示す要件に合致している内容となっている旨を事務局より報告し
た。

２．議事（要旨）

発言者

西川委員
近年、どの運送事業者においてもドライバー不足が課題となっていますが今
後ドライバーを増やしていく予定はありますか。

特定非営利活動法人わ
ごころ

富野委員
以前福祉有償運送を積極的に行っていた我孫子ビークルサービスは利用する
ために入会金が必要だったと聞いています。わごころ様は入会金等考えてい
ますか。

特定非営利活動法人わ
ごころ

わごころの利用者でも我孫子ビークルサービスの利用にあたって入会金が必
要であることに抵抗を感じている方もいらっしゃいました。そのためわごこ
ろでは入会金をとることは想定していません。
一方で、当法人は来年度より認定NPO法人を目指しており、そのために寄付金
収入を増やしていきたいと考えています。わごころのホームページ上でファ
ンディングを募集しています。

富野委員

損害賠償措置について、国の示す要件では対人８，０００万円、対物２００
万円と、ともに水準として低めに設定されているように感じます。この補償
内容では事業を行うにあたり不十分ではないかと思いますがわごころ様では
対人、対物以外の補償を考えていますか。

特定非営利活動法人わ
ごころ

当法人では現在車両を２０台以上所有しておりそれぞれに保険をかけている
ため、フリート契約というものに変わっています。こちらの契約では対人、
対物無制限の補償の他に弁護士特約がついており、事故が起きた際に弁護士
に対応していただけるという内容になっています。

富野委員
提出された書類によると、会員数は２２名とあります。最初に会員として登
録するということでしょうか。

特定非営利活動法人わ
ごころ

提出した「旅客の名簿」に記載されている方につきましては、現在の利用者
の中で福祉有償運送事業を始めたら利用したいと希望されている方を記載し
たものとなっています。そのため今後事業が開始されたら随時登録を行って
いきたいと思っています。
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４．閉会

事務局
事務局より補足いたします。福祉有償運送事業は登録されている方に対する
サービスとなりますので利用するには会員登録が必要となります。

飯田会長

国土交通省が発行している福祉有償運送の手引きによると、利用対象者は要
介護、要支援認定者、また障害者手帳所持者であるといった要件を満たし、
一人で公共交通機関を利用することができない方となっています。事業が開
始された際には要件に沿った会員の登録をお願いします。

飯田会長
それでは、以上をもちまして令和６年度第３回我孫子市福祉有償運送運営協
議会を閉会いたします。本日はお忙しい中ありがとうございました。

飯田会長
他に質問はありませんか。ないようでしたら新規登録に関する合意の確認に
移ります。新規登録に賛成していただける方は、挙手をお願いします。
（全員の挙手）

飯田会長

新規登録協議について、全員の方の賛成をいただき、本協議会での協議が
調ったことを確認いたしましたので、今後の事務を進めていきます。ありが
とうございました。
わごころ様には、後日「運営協議会において協議が調ったことを証する書
類」を交付いたします。その後、わごころ様において資料４の新規申請書類
に「協議が調ったことを証する書類」を添付し、千葉運輸支局に申請をして
いただきます。申請後、千葉運輸支局より１か月以内に登録の通知が発行さ
れるものと伺っています。
最後に事務局からなにかございますか。

事務局

本日は、福祉有償運送運営協議会に対しご協力いただきまして、ありがとう
ございました。
委員の皆さまにおかれましては令和７年３月３１日をもって委員の任期が満
了となります。これまで協議会にて貴重なご意見をいただきましてありがと
うございました。
令和７年４月１日からの委員委嘱につきましては、改めて推薦依頼をさせて
いただきますので、その際はご対応よろしくお願いいたします。
事務局からは以上です。
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